
鳥取市保健所

生活安全課



病原微生物（細菌、ウイルス）、自然毒、有害化学
物質などに汚染された食品を食べることで起きる健康
被害である

多くの場合、嘔吐、腹痛、
下痢などの急性胃腸炎症状を
起こす
（潜伏期間） 短いもの:１時間

⾧いもの:３日～５日

食品が、食中毒の原因とな
る細菌・ウイルス等に汚染され
ていても味や臭いは変わらない

食中毒とは
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微 生 物

自 然 毒

化学物質

そ の 他

病原大腸菌（腸管出血性大腸菌を含む）、サルモネ
ラ属菌、腸炎ビブリオ、カンピロバクター、ウェル
シュ菌など

感染型

黄色ブドウ球菌、ボツリヌス菌、セレウス菌など毒素型

ノロウイルス、A型・E型肝炎ウイルスなどウイルス性

魚毒（フグ毒（テトロドトキシン）など）
貝毒（麻痺性貝毒・下痢性貝毒）

動物性

毒キノコ、有毒植物、未熟なじゃがいも植物性

化学物質：洗剤、農薬、有機水銀、ヒ素等
油脂変敗：変敗した油で調理した食品、油菓子類

寄生虫（アニサキスなど）、原虫（クリプトスポリジウム）など
アレルギー様：ヒスタミン

食中毒の病因物質の分類
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事
件
数

患
者
数

令和元年～7年 食中毒平均事件数／患者数（全国）
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※原因施設が
不明な場合を除く

総数:９８５件

令和７年 原因施設別食中毒事件数（全国）
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飲食店 67%
家庭 9%

旅館 5%

販売店 5%

仕出し屋 4%

老人ホーム 3%

製造所 2%

その他 2% 学校 1% 事業所等 1%

その他給食 1%

保育所 0%

病院 0％



※原因施設が
不明な場合を除く

総数：２４０２４人

令和７年 原因施設別食中毒患者数（全国）
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飲食店 49%

仕出し屋 26%

旅館 8%

製造所 6%

老人ホーム 3%

その他 2%

学校 2%

事業所等 2%

病院 1%家庭 1% その他給食 0%
販売店 0%

保育所 0%

寄宿舎 0%



ノロウイルス 40%

アニサキス 25%

カンピロバクター・

ジェジュニ／コリ

19%

植物性自然毒 3%

ウエルシュ菌 3%

サルモネラ属菌 2%

クドア 2%
その他 2% ブドウ球菌 1% 化学物質 1%

動物性自然毒 1%

腸管出血性大腸菌 1%

※病因物質が不明な場合
を除く

※全体の１%未満は
「その他」としています

総数：１１４８件

令和７年 病因物質別食中毒事件数（全国）
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※病因物質が不明な場合
を除く

※全体の１%未満は
「その他」としています

総数：２４２０７人

令和７年 病因物質別食中毒患者数（全国）
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ノロウイルス 77%ウエルシュ菌

5%

カンピロバク

ター・ジェ

ジュニ／コリ

5%

サルモネラ属菌 3%

化学物質 2%

腸管出血性大腸菌 1%

その他のウイルス 1%

ブドウ球菌 1% アニサキス

1%
クドア 1%

腸炎ビブリオ 1%

その他の病原性大腸菌 1%

その他 1%



• 食肉にいるもの
→カンピロバクター、サルモネラ属菌、病原大腸菌

• 魚介類にいるもの
→腸炎ビブリオ、ノロウイルス

• 皮膚表面にいるもの
→黄色ブドウ球菌

• ヒトが保有するもの
→病原大腸菌、サルモネラ属菌、感染症（赤痢、チフス、
パラチフス等）、ノロウイルス

• 穀物・野菜にいるもの
→セレウス菌

• 環境中に広くいるもの
→ウエルシュ菌、ボツリヌス菌

食中毒の原因微生物
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■カンピロバクター
・家畜などの腸内に生息
・特に鶏の保菌率が高く、鶏肉の汚染が高い
・少量で感染

■サルモネラ属菌
・家畜などの腸内に生息
・特に鶏卵を介した食中毒が多い
・ペットも保菌

■病原大腸菌
・５つのタイプ
・腸管出血性大腸菌はベロ毒素を産生
・少量で感染

食肉にいるもの
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食肉による食中毒の予防方法
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■腸炎ビブリオ
・海水中に存在
・真水に弱い
・増殖速度が速い（８分間で１回分裂）

■ノロウイルス
・ヒトの腸管のみで増殖

感染性胃腸炎の原因
・二枚貝に蓄積（カキ等）
・少量で感染、吐物・排泄物も感染源
・消毒方法

加熱（８５～９０℃・９０秒以上）
次亜塩素酸ナトリウムが有効
＊７０％アルコールは効果が少ない

魚介類にいるもの
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出典:厚生労働省作成資料

ノロウイルスによる食中毒予防のポイント
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発生日 令和７年１２月
原因施設 障害者就労支援施設内の給食施設
喫食者数 ６６名
有症者数 ４２名
原因食品 当該施設で調理、提供された

ブロッコリーとハム のサラダ

当該施設の給食事業者が調理した食事を喫食した６
６名中４２名が下痢、嘔吐、発熱症状を呈した。
患者の共通食が当該食事に限られること、調理従事

者及び患者の便並びに検食からノロウイルスが検出さ
れたことなどから、当該給食施設を原因とする食中毒
と断定された

食中毒事例①
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■黄色ブドウ球菌
・人や動物に常在
・鼻孔、化膿創の皮膚表面
・毒素エンテロトキシンを生成
→１００℃、３０分の加熱でも
残る。

・７５℃、１分以上の加熱で死滅

＜過去の原因食品＞
乳製品（牛乳、クリームなど） 、卵製品、畜産製品（肉、ハム
等）。穀類とその加工品、弁当、魚肉ねり製品（ちくわ、かま
ぼこなど）、和洋生菓子、おにぎりなど。

皮膚表面にいるもの
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黄色ブドウ球菌食中毒発生のしくみ
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黄色ブドウ球菌食中毒～予防方法～
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■セレウス菌
・土壌中に広く分布
・芽胞を生成
・嘔吐型と下痢型

■ウェルシュ菌
・芽胞を生成
・嫌気性（酸素がない環境でよく増殖する）
・大量調理で多発（カレー・シチュー等）

■ボツリヌス菌
・芽胞を生成
・嫌気性（酸素がない環境でよく増殖する）
・毒性の強い神経毒生成 (80℃・20分以上の加熱で無害化）

・乳児ボツリヌス症 （１才未満の乳児に蜂蜜を与えない）

穀物・野菜にいるもの

環境中に広くにいるもの
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• 特定の菌が作る細胞構造の一種
• 生育条件が増殖に適さなくなると形成し、生き残る
• 芽胞自体は食中毒を起こさないが、適当な条件に

もどると発芽し、増殖すれば食中毒となる。

芽胞（がほう）とは
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１ 熱い状態のまま、なるべく早く食べる

２ 加熱調理後の急冷・冷蔵
・２時間以内に２０℃以下が理想
・小分けも有効

３ 再加熱
・中心まで十分によくかきまぜる

⇒酸素を嫌う芽胞菌に有効
・グツグツするまで十分加熱する

⇒少し温める程度では死滅しない

芽胞菌対策
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食中毒事例②
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食中毒事例②
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厚生労働省.「東京都における現状と取組」. 
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001075567.pdf（参照2026-05-11）

食中毒事例②
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○つけない（清潔）
① 手洗いの励行

使い捨て手袋の活用も有効
② 調理器具・食器の使い分け

魚用、肉用、野菜用のまな板、包丁、保管容器
③ 調理器具・食器の消毒、乾燥

次亜塩素酸ナトリウム、アルコール、熱湯消毒
④ 冷凍・冷蔵庫内の食材、加熱品の置き場所の区分

○増やさない（迅速・冷却）
① 食べるまでの時間を短く
② 生鮮材料等は１０℃以下で保存
③ 調理済み食品も室温で放置しない

○やっつける（加熱）
① 中心温度が７５℃以上・１分以上

（ノロウイルスは85～90℃・90秒以上）

② 温蔵庫での保存は６５℃以上

微生物食中毒予防の三原則
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出典:厚生労働省HP
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食品の温度管理について
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食品を扱う仕事をする人は、消費者に
安全な食品を提供する義務と責任があります。

最後に～食品の製造・調理・販売に伴う責任～

それは、正社員、パート社員、アルバイト
といった立場に係わらず、食品を扱い、提供
する全ての人が負っているものです。

食品による危害発生防止のため、
「衛生管理の継続的な改善」と
「日々の取組の徹底」をお願いします。
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